
小児レスパイト入院のご案内 

 
常時医療的管理が必要な患児さんが在宅で療養されており、介護者の事情により在宅での介護が一時

的に困難になった場合に、当院で患児さんが短期入院する仕組みです。 
 

 
主な対象患児さんは、在宅で医療機器などを使用しており、常時介護が必要な方です。介護者の事情

とは、介護者の休養（レスパイト）、疾病やケガ、出産、冠婚葬祭、学校行事などがあげられます。な

お、当院でのレスパイト入院についてご希望に添えない場合がありますので、ご了承をお願いします。 
 

 
① 当院での初回レスパイト入院を希望される方は、事前にかかりつけ医からの紹介状持参で、当院小

児科外来を予約受診して当院小児科医師の診察を受けて下さい。 
② レスパイト入院の期間は、原則として 1 日～7 日以内です。 
③ 平日の火曜～金曜の 9 時～14 時に入院して下さい。 
④ 入院初日を土曜日・日曜日・祝日・年末年始・休日の翌日にすることはできません。 
⑤ 入院時には、医療機器、常用薬、お薬手帳、注入食、着替え、おむつなどをご持参下さい。 
⑥ 退院は午前 9 時から 10 時半となるようにご協力をお願いします。 
  （朝入院して同日夕方に退院される場合は、18 時までの退院にご協力下さい） 
⑦ レスパイト入院の予約申し込みは、入院希望日の 3 ヶ月前から 2 週間前までの平日に地域連携室で

お受け致します。患児さん 1 人につき 1 回分の予約申し込みが可能です。なお、レスパイト入院の

入院日以降に次回の予約申し込みが可能となります。 
 

 
地域包括ケア病棟入院と同様に計算を行い、費用を請求致します。詳しくはお問い合わせ下さい。 
 

 
① レスパイト入院中は、原則として検査等は行いません。 
② 当院は滋賀県湖西地域の急性期医療を担っている病院です。レスパイト入院のご予約をしていただ

いた場合でも、急性期医療の状況により止むを得ずレスパイト入院予約の延期をお願いする場合が

ありますので、ご理解いただきご了承をお願い致します。 

 

レスパイト入院とは

利用できる方 

レスパイト入院の基本ルール 

入院費用 

注意点 

高島市民病院 地域医療連携室 

電 話  0740-36‐0220（代）内線 192 

F A X  0740-36-8069 

受付時間 平日午前 8 時 30 分～午後 5 時 


